
重要事項説明書 

 

「居宅介護支援の提供開始にあたり、井原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例第７条に基づいて、当事業所が説明すべき重要事項は次の通りです。」 

 

１ 法人の概要 

法人の名称 社会福祉法人 恭和会 

法人の所在地 岡山県井原市上出部町四季が丘２０番地７ 

代表者氏名 理事長    村上 裕二 

連 絡 先 電話番号０８６６－６５－１６００ FAX番号０８６６－６５－１６０１ 

設立年月日 平成１８年７月２５日 

  

２ 事業の目的及び内容 

  利用者様に対し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要

 な居宅サービスが適切に利用できるよう、利用者様の選択に基づいて居宅サービス計画を作成するとともに、

 その計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者・特定相談支援事業者等

 との連絡調整その他の便宜を提供します。 

 

３ 運営の方針       

（１）利用者様の心身の状況その置かれている環境等に応じて、利用者様自らの選択に基づき適切な保健・医

  療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。 

（２）利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ち、利用者様に提供される居宅サービス等

が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 

（３）居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して、複数の指定居宅サ－ビス事業

者の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説

明を求めることが可能である事の説明を行います。 

（４）事業を行うにあたり、利用者様の所在する市町村、在宅介護支援センター・地域包括支援センター、他

の居宅介護支援事業者、予防支援事業者、介護保険施設、特定相談支援事業所等との連携に努めます。 

 

４ 事業所の概要  

事 業 所 名 ケアプランセンター 四季が丘 

所 在 地 岡山県井原市上出部町四季が丘２０番地７ 

事業者指定番号 岡山県 ３３７０７００５２２号  居宅介護支援事業所 

管 理 者 島田 真由美 

連 絡 先 電話番号０８６６－６５－１６０２ FAX番号０８６６－６５－１６０１ 

開設年月日 平成１８年７月２５日 

サービス提供地域 井原市・笠岡市・浅口市・浅口郡里庄町・小田郡矢掛町・福山市 

 



５ 事業所の職員体制 

職  種 職  務  内  容 員 数 

管 理 者 

（主任介護支援 

専門員） 

 

事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護

支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理

を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護事

業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 

１名 

常勤 

兼務 

介護支援専門員 

 要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置か

れている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に居宅介護サービ

スまたは施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の

計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サー

ビス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜を行う。 

常勤１名 

以上 

（担当者について） 

（１）事業者は、居宅介護支援の担当者として介護支援専門員（ケアマネジャー）である職員を選任し、適切

な居宅介護支援に努めます。 

（２）事業者は、前項の担当者を選任し、又は変更する場合には、利用者の状況とその意向に配慮して行い、

事業所側の事情により担当者を変更する場合には、あらかじめ利用者と協議します。 

（３）事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者様の立場に立ち、誠意をもってその職務を遂行する

よう指導するとともに、必要な対応を行います。 

 

６ 営業時間                                                                  

区 分 月・火・水・木・金曜日 土曜日 

サービス提供時間 ８：３０～ １７：３０ ８：３０～ １２：３０ 

（注）緊急連絡先 ０８６６－６５－１６０２（営業時間外も転送電話にて対応いたします。） 

（注）祝日、及び年末年始（１２／３０ ～ １／３）は休日とします。 

 

７ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   まずは、お電話でお申込み下さい。当事業所職員がお伺いいたします。 

   重要事項について説明し契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 

（２）サービスの終了 

 ① 利用者様のご都合でサービスを終了する場合お申し出下さればいつでも解約できます。 

  ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合、人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終

了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の

他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 

  ③ 自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者様が介護保険施設等に入所した場合 

   ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当（自立）または、要支援と

認定された場合 

   ・利用者様がお亡くなりになった場合 

  ④ その他 

   利用者様やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信



行為やハラスメント等の迷惑行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了さ

せていただく場合がございます。 

 

８  当事業所の居宅介護支援について 

（１）居宅介護支援の実施内容 

  ① 要介護認定等の申請代行 

    利用者様やご家族の希望により、申請等の手続きを代行したします。 

  ② 居宅サービス計画の作成 

    利用者様やご家族の状況を把握し、ご希望を伺いながら関係機関と連絡調整を行い、居宅サービス計画

を作成いたします。 

  ③ 居宅サービス計画作成後の管理 

    毎月連絡を取り、計画に基づくサービスの提供が行われているか等の経過の把握に努め、身体状態の変

化等に応じて居宅サービス計画の見直し等を行います。 

  ④ サービス事業者等との連絡調整 

    サービス内容等についての苦情・変更・中止等をご連絡いただければ、サービス事業者と連絡調整を行

い、必要な対応をいたします。 

  ⑤ 介護保険施設への紹介 

    介護保険施設への入所を希望される場合、施設の紹介をいたします。 

  ⑥ その他 

    営業時間外は原則として電話での対応とさせていただきます。 

（２）サービス利用のために 

  ① 介護支援専門員の変更 

    変更を希望される場合はお申し出下さい。 

  ② 課題把握の方法 

    課題分析標準項目に準じた居宅サービス計画ガイドラインを使用します。 

  ③ 介護支援専門員の研修 

    関係する研修への積極的参加により、サービスの質の維持・向上に努めます。 

 

９  利用者負担金及び解約料 

（１）要介護認定を受けられた利用者様は、介護保険から全額支給されるので居宅介護支援については、自己

負担はありません。 

（２）法定代理受領以外（介護保険の対象であっても保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる場

合等）の利用料は、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証

明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出いたしますと、全額払い戻し

を受けられます。 

①  居宅介護支援費（Ⅰ） 

居宅介護支援費（ⅰ）・・・取り扱い件数が、45件未満の場合 

   ・要介護１又は要介護２    １０，８６０円 

   ・要介護３、４、５      １４，１１０円 

 居宅介護支援費（ⅱ）・・・取り扱い件数が、45件以上60件未満の場合 

   ・要介護１又は要介護２     ５，４４０円 

   ・要介護３、４、５       ７，０４０円 

 居宅介護支援費（ⅲ）・・・取り扱い件数が、50件以上である場合の60件以上の部分 



   ・要介護１又は要介護２     ３，２６０円 

   ・要介護３、４、５       ４，２２０円 

  上記取り扱い件数は、介護支援専門員一人に対しての利用者数で、介護予防支援に係る受託者数に３分

の１を乗じた数を加えた数とします。 

 居宅介護支援費について、看取り期においてケアマネジメント業務を行ったものの利用者様がお亡くなり

になり、サービス利用に至らなかった場合に居宅介護支援費の算定を行う場合があります。 

 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事

業所と同一の建物に居住する利用者へのケアマネジメントは上記金額の95％を算定します。 

（３）加算について 

 ① 特定事業所加算 

   ・特定事業所加算（Ⅰ） ５，１９０円/月 

   ・特定事業所加算（Ⅱ） ４，２１０円/月 

   ・特定事業所加算（Ⅲ） ３，２３０円/月   当事業所は（Ⅲ）を算定いたします。 

   ・特定事業所加算（Ａ） １，１４０円/月 

② 初回加算              ３,０００円 

・新規に居宅サービス計画を策定した場合 

・要介護状態区分が２段階以上変更となった場合 

③ 入院時情報連携加算   

Ⅰ ２，５００円 入退当日に病院等の職員に対して利用者に関する情報提供等を実施する場合。 

Ⅱ ２，０００円 入退後３日以内に病院等の職員と利用者に関する情報提供等を実施する場合。 

④ 退院・退所加算  

   入院・入所期間を経た後の退院・退所に当たり、病院・施設等との職員と面談を行い利用者に関する

 必要な情報の提供を求めること、その他の連携を行ない居宅サービス計画書を作成した場合。 

１回 カンファレンス参加  無 ４，５００円  有 ６，０００円 

２回 カンファレンス参加  無 ６，０００円  有 ７，５００円 

３回 カンファレンス参加            有 ９，０００円 

 ⑤ 通院時情報連携加算          ５００円 

    利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や

生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報を受けた上で、

居宅サービス計画に記録した場合（１か月に１回を限度とする）。 

 ⑥ ターミナルケアマネジメント加算  ４，０００円 

    在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡前１４日以内に２日以上居宅を訪問し心身状況を記録

し、主治医及び居宅サービス計画に位置つけたサービス事業者に提供し、かつ24時間連絡出来る体制を 

   確保し必要に応じて居宅介護支援を行う事が出来る体制を整備していること。 

 ⑦ 緊急時居宅カンファレンス加算   ２，０００円/回（月２回を限度） 

    病院・又は診療所の求めにより、当該病院又は、診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンフ

ァレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合。 

（４）減算について 

 ●下記の用件に該当する場合、上記金額の５０％に減算します。さらにその状態が２ヶ月以上継続する場合

所定単位数は算定しません。 

① 正当な理由なく、月１回利用者様に面接していない。面接は利用者様の居宅を訪問しなければならない。

※利用者様の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、ご利用者の同意およびサービス担当

者会議で主治医、担当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリン



グを行うことができます。その際は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報に

ついて、他のサービス事業者との連携により情報を収集します。少なくとも２月に１回は利用者の居宅を

訪問します。 

② 居宅サービス計画の新規作成、要介護認定更新認定、要介護認定変更認定の場合に、正当な理由なくサー

ビス担当者会議を開催していない。また、これ以外の居宅サービス計画を作成する場合に、サービス担当

者会議の開催または、担当者への照会を行っていない。 

③ 居宅サービス計画の原案の内容を利用者様又はそのご家族に対し説明し、文書により同意を得て、その居

宅サービス計画を利用者様およびサービス提供担当者に交付していない。 

④ 居宅サービス計画の実施状況の把握後その結果を記録していない状態が１ヶ月以上継続している。 

⑤ 利用者様や家族様に対して、ケアプランに位置つける居宅サービス事業所について①複数の事業所の紹介

を求める事が可能である事②当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能である事の説

明を行っていない。 ※前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護・通所介護・地域密着型通所

介護・福祉用具貸与の利用割合と同一事業者によって提供されたものの割合の説明や文書を必要とする場

合はお申し出ください。 

●正当な理由なく特定の事業所に８０％以上集中して利用していた場合1月につき２００単位減算します。 

  ●高齢者虐待防止措置未実施の場合、所定単位数の１００分の１に相当する単位数に減算します。 

（５）介護支援専門員が通常のサービス提供地域を越える地域に訪問・出張する必要がある場合には越えた地点

からその交通費の支払いが必要となります。 

① 越えた地点から片道おおむね５キロメートル未満  ２０円／ｋｍ 

② 超えた地点から片道おおむね５キロメートル以上  ３０円／ｋｍ 

（６）利用者様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

 

１０ 居宅サービス計画の変更等                                              

（１）事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合には、速やかに居宅サービス計画を変更する

とともにこれに基づき居宅サービスが円滑に提供されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。 

（２）事業者は、利用者様が居宅サービス計画の範囲内でサービス内容等の変更を希望する場合には、速やかに

サービス事業者への連絡調整等を行います。 

 

１１ 事故発生時・緊急時の対応  

（１）事業者は、居宅介護支援の実施に際して、利用者の状態に影響する事故が発生した場合は、市町村に報告

を行うとともに、必要な措置を講じます。事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発

防止策を明確にし、ご利用者および市町村に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故について

の検証を行い、再発防止に努めます。 

（２）事業者は、居宅介護支援の実施に際して利用者様のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への

連絡その他適切な措置を迅速に行います 

（３）事業者は、居宅介護支援の実施にあたって利用者様の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損

害を賠償します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。 

医療機関等 
主治医氏名  

連 絡 先  

緊急連絡先 
氏   名  

連 絡 先  



１２ 秘密保持                                                            

（１）事業者は、業務上知り得た利用者様及びそのご家族に関する秘密については、正当な理由がある場合を除

き、契約中及び契約終了後、及び在職中、離職後に関わらず第三者に漏らすことはありません。 

（２）事業者は、あらかじめ文書により利用者様及びそのご家族の同意を得た場合には、利用者様にサービスを

提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができ

るものとします。 

（３）担当者会議等はテレビ電話等を利用して行う事が出来るものとし、利用者・家族が参加する会議について

はその都度、利用者、家族の同意を得るものとします。 

 

１３ 苦情対応        

（１）利用者様は、提供された居宅介護支援に関して苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に

基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に

対して、いつでも苦情を申し出ることができます。 

（２）事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、

迅速かつ誠実に対応します。 

（３）事業者は、利用者様が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いもいたしません。 

○サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います             

利 用 者  

相 談 窓 口 

電話番号   ０８６６－６５－１６０２ 

ＦＡＸ番号  ０８６６－６５－１６０１ 

担当者    島田 真由美 

営業時間   月曜日～金曜日  ８：３０ ～ １７：３０ 

       土曜日      ８：３０ ～ １２：３０ 

※担当者不在、また営業時間外も上記電話番号にて携帯電話への転送などによ

り対応いたします。 

 

 

井原市 介護保険課 

      

所在地   井原市井原町３１１番地１ 

電話番号  ０８６６－６２－９５１９ 

FAX番号   ０８６６－６５－０２６８ 

 

笠岡市 長寿支援課 

 

所在地   笠岡市中央町１番地１ 

電話番号  ０８６５－６９－２１３９ 

FAX番号   ０８６５－６９－２１８０ 

浅口市 健康福祉部 

高齢者支援課 

所在地   浅口市鴨方町六乗院中３０５０番地 

電話番号  ０８６５－４４－７１１３ 

FAX番号   ０８６５－４４－５７７１ 

浅口郡里庄町 

健康福祉課 

所在地   浅口郡里庄町大字里見１１０７－２ 

電話番号  ０８６５－６４－７２１１ 

FAX番号   ０８６５－６４－７２３６ 

小田郡矢掛町 

福祉介護課 

所在地   小田郡矢掛町矢掛３０１８  

電話番号  ０８６６－８２－１０２６ 

FAX番号   ０８６６－８２－９０６１ 

福山市 介護保険課 

所在地   広島県福山市東桜町３番５号 

電話番号  ０８４－９２８－１１６６ 

 

 



岡山県国民健康保険 

  団体連合会(国保連) 

所在地   岡山市桑田町１７番５号 

電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

FAX番号   ０８６－２２３－９１０９ 

広島県国民健康保険 

  団体連合会(国保連) 

所在地   広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館  

電話番号  ０８２－５５４－０７８３ 

 

１４  虐待の防止のための措置に関する事項について 

（１）虐待の発生又はを防止するため、以下の措置を講じます。 

（２）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知

徹底を図ります。虐待防止のための指針を整備し、担当者を置き、虐待防止のための研修を定期的に実施

します。 

（３）事業所は、サービス提供中に当該事業所の従業者または養護者（利用者の家族高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

１５ ハラスメント対策の強化について 

 適切な指定居宅介護支援の提供を保護する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職場の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じています。 

 

１６ 事業継続計画について 

 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅

介護支援等の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練

を実施します。 

 

１７ 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

  事業所は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために、次の各号に掲げる措置を講じます。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする）をおおむね６月に１回以上開催します。その結果を、介護支援専門員

に周知徹底します。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（３）介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 



 

【説明確認欄】 

   令和  年  月  日 

   居宅介護支援契約の締結にあたり、契約書および本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

              事業所   所在地  岡山県井原市上出部町四季が丘20番地7 

 

                    事業者名 社会福祉法人 恭和会             

                                                                     ケアプランセンター四季が丘     

 

                                   説明者                                      

 

 

   居宅介護支援契約の締結にあたり、本書面により重要事項の説明を受け、その内容に同意いた 

しました。 

                            利用者     住 所                   

 

 氏 名                                   

 

                            代筆者     住 所                   

 

 氏 名                                   

 

 利用者家族  住 所                    

 

                                       氏 名                                   

 

 


